
教 育 委 員 会 会 議 録 

             令和元年７月１２日（金） 

１ 議事日程 

 別紙のとおり 

２ 出席した委員等 

長谷川洋教育長、美里委員、大須賀憲太委員、広沢憲治委員、佐々憲一委員 

３ 説明のため出席した職員 

新村和昭事務局長、横井英行次長兼管理部長、小林整次学習教育部長 

川村雄司生涯学習監、山田知子総合教育センター所長、稲垣直樹総務課長 

稲垣宏恭教育企画課長、宮川俊行財務施設課長、中田勝徳教職員課長 

稲葉均福利課長、大道伊津栄生涯学習課長、小島寿文高等学校教育課長 

伊藤克仁義務教育課長、鈴木能成特別支援教育課長、木村誠保健体育課長 

高橋亮太文化財保護室長、伊藤尚巳総務課主幹、髙井俊直教職員課主幹 

方宗広教職員課主幹、加納澄江高等学校教育課主幹、太田佳永子総務課課長補佐 

４ 前回会議録の承認 

長谷川教育長が各委員に諮り、前回の会議録は承認された。 

５ 教育長報告 

  長谷川教育長が各委員に諮り、報告事項（２）公立学校教員の懲戒処分については、

人事案件のため、非公開にて報告を受けることとした。 

 （１） 令和元年６月定例県議会の概要について 

稲垣総務課長が、令和元年６月定例県議会の概要について報告。 

長谷川教育長が各委員に諮り、報告事項は了承された。 

 （２） 公立学校教員の懲戒処分について 

非公開において報告されたため、愛知県教育委員会会議規則第１４条第３項

の規定により、会議録は別途作成。 

 （３） 令和２年度県立高等学校の学科改編について 

小島高等学校教育課長が、令和２年度県立高等学校の学科改編について報告。 

長谷川教育長が各委員に諮り、報告事項は了承された。 

６ 請願 

  請願第３号 禁煙、喫煙防止等の取り組みを求める請願 

    長谷川教育長が各委員に諮り、「賛成者なし」により本請願は不採択とされた。 

午前１０時００分 開会

午前１０時４２分 閉会



   〔委員の主な意見及び事務局の説明〕 

    （大須賀委員） 

      改めて確認するが、健康増進法改正の趣旨はどのようなものか。 

    （稲葉福利課長） 

     平成３０年７月２５日に公布された「健康増進法の一部を改正する法律」

では、望まない受動喫煙の防止を図る観点から、多数の者が利用する施設等

について、その区分に応じ、当該施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止する

ことを目的としたものである。 

あくまでも受動喫煙対策の一層の徹底であり、喫煙者の禁煙治療を求める

ものではない。 

 また、労働安全衛生法においても、喫煙に関しては、受動喫煙防止を努力

義務としているが、喫煙者の禁煙に関する規定はない。 

    （大須賀委員） 

法改正が禁煙ではなく、受動喫煙対策であることは理解した。学校内にお

ける敷地内禁煙の現状はどうなっているか。 

    （木村保健体育課長） 

      学校における受動喫煙防止対策として、県立学校は、平成１５年４月の文

部科学省の通知及び平成１５年５月に施行された受動喫煙を防止するための

努力義務を定めた健康増進法の趣旨を踏まえ、平成１６年４月から学校敷地

内を全面禁煙としている。 

また、市町村教育委員会に対しては、平成１５年４月の文部科学省の通知

を踏まえて、所管する学校における受動喫煙防止対策等について周知してい

る。また、平成３０年７月に公布された、望まない受動喫煙の防止を目的と

する「健康増進法の一部を改正する法律」を踏まえ、平成３１年４月１日付

けで改めて敷地内禁煙とすることが原則である旨周知したところである。 

なお、令和元年６月１４日時点において、県内全ての小中学校の学校敷地

内の全面禁煙措置が講じられている。 

  請願第４号 「教員」の(長時間)時間外勤務をすぐになくす取り組みを求める請願 

    長谷川教育長が各委員に諮り、「賛成者なし」により本請願は不採択とされた。 

   〔委員の主な意見及び事務局の説明〕 

    （佐々委員） 

      県教育委員会は、過労死ラインである月８０時間を超える職員がいる学校

に対して、どのような指導をしているか。 

    （中田教職員課長） 

    県立学校においては、地区担当管理主事による学校視察の際、月８０時間

を超える教員及びその要因の把握に努め、校長に対して、他の教員を含めて

業務を平準化する等、当該教員の在校時間を縮減するための方策の確認を行

っている。また、次年度に向けた目標設定をしておくこと、次回の学校視察

の際等に是正状況の確認を行うことを伝えている。 

また、小中学校においては、在校時間等の状況記録によって、月８０時間



を超える教員及びその要因を分析し、県内の様々な取組を参考にして、学校

経営案に記載されている多忙化解消の取組について見直すよう、人事担当者

会を通じて市町村教育委員会を指導している。あわせて、教育事務所と連携

を図り、各地域における地方教育事務協議会で、広域での共通の取組を検討

するよう、呼びかけている。 

    （佐々委員） 

話の中にあった在校時間等の状況記録の集計結果は、公表することにより、

他の市町村や他校との比較が可能になり、働き方の見直しにつながることも

あると思うがどうか。 

    （中田教職員課長） 

      小中学校においては市町村ごと、県立学校においては学校ごとの在校時間

調査結果については、既に「教員の多忙化解消プラン」フォローアップ会議

の資料として、ホームページ上に掲載されている。 

      市町村や学校種、あるいは学校ごとに業務内容や職場環境が異なるため、

一概には言えないが、在校時間が短い市町村や学校での取組み等に関して情

報交換が進むことによって、働き方の見直しにつながる契機となると考えら

れる。 

（広沢委員） 

学校現場の教員から、学校は多忙化解消に向けて努力をしていることを聞

いている。どの部分を削ったら多忙化の解消となるのかという議論は大切で

あるが、実際に聞いてみると、２泊３日で行われていた校外学習を１泊２日

に短縮して準備の時間を減らしたり、保護者と話し、子どもたちの育ってい

く環境や生活を理解するための定例の家庭訪問をなくしたり、運動会を半日

にしたりするなどが行われているようである。学校行事や活動を通して子ど

もたちがどのように成長していくか確認することも教員として大切な仕事で

ある。授業時間の確保という観点もあるとは思うが、多忙化解消のためにそ

ういった部分を削っていくことでよいのか。多忙化解消の方向として、月８

０時間、月４５時間などという数字ありきで議論されていることは、子ども

たちが置き去りになってしまっていないか心配である。この状態を改善する

ためには学校が何をすべきかを教育委員会が議論すべきであると感じる。 

７ 議案 

長谷川教育長が各委員に諮り、第１８号議案 令和元年度愛知県教育表彰被表彰者

については、人事案件のため、非公開にて審議することとした。   

第１８号議案 令和元年度愛知県教育表彰被表彰者について 

非公開において審議されたため、愛知県教育委員会会議規則第１４条第３項の

規定により、会議録は別途作成。 

  第１９号議案 愛知県社会教育施設管理規則の一部改正について 

高橋文化財保護室長が、愛知県社会教育施設管理規則の一部改正について請議。 

長谷川教育長が各委員に諮り、全員一致により原案どおり可決された。 



 第２０号議案 愛知県立高等学校定時制課程入学者募集について 

小島高等学校教育課長が、愛知県立高等学校定時制課程入学者募集について請

議。 

長谷川教育長が各委員に諮り、全員一致により原案どおり可決された。 

   〔委員の主な意見及び事務局の説明〕 

    （大須賀委員） 

      長年にわたる募集定員割れから仕方ないと感じるが、従前の定時制と現在

では状況が変わっている。中学校に夜間定時制についての情報を提供する体

制は整っていると思うが、外国人へは情報がどのくらい行き渡っているのか。

外国人が増え、今後ニーズが増えてきた場合、受け入れる場所をつくるなど

時流に応じた柔軟な対応をお願いしたい。 

    （小島高等学校教育課長） 

      まずは、急減緩和措置として来年度から愛知県立明和高等学校を２学級募

集とする。また、この先賄いきれない状況となった場合、名古屋市内に過去

に２学級募集の経験がある学校もあるので、そういった学校等を２学級募集

とすることを検討するなど、受け入れる態勢については課題として今後も対

応していく。 

８ 協議題 

教育長が各委員に諮り、協議題（１）令和元年度愛知県表彰条例による表彰候補者

の選考について、及び協議題（２）令和２年春の叙勲候補者選考については、人事案

件のため、非公開において審議することとした。 

（１） 令和元年度愛知県表彰条例による表彰候補者の選考について 

非公開において協議されたため、愛知県教育委員会会議規則第１４条第３項の

規定により、会議録は別途作成。 

（２） 令和２年春の叙勲候補者選考について 

非公開において協議されたため、愛知県教育委員会会議規則第１４条第３項の

規定により、会議録は別途作成。 

９ その他 

な  し 

10 特記事項 

（１） 長谷川教育長が今回の会議録署名人として委員を指名した。 

（２） 宮崎邦彦氏から、「教員」の(長時間)時間外勤務をすぐになくす取り組みを

求める請願について口頭陳述したい旨の申し出があり、長谷川教育長が、前回

会議録の承認後、５分以内に限り口頭陳述することを許可した。 

（３） 傍聴人 ３名 


